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訪問介護と同様であるので、２の(21)を参照されたい。

８ 通所リハビリテーション費 ８ 通所リハビリテーション費

⑴ 所要時間による区分の取扱い ⑴ 所要時間による区分の取扱い

通所介護と同様であるので、７⑴を参照されたい。 ① 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、

通所リハビリテーション計画に位置づけられた内容の通所リハ

ビリテーションを行うための標準的な時間によることとしてい

る。そのため、例えば、単に、当日のサービス進行状況や利用

者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超え

て事業所にいる場合は、通所リハビリテーションのサービスが

提供されているとは認められないものであり、この場合は当初

計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定する

こと（このような家族等の出迎え等までの間のいわゆる「預か

り」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差

し支えない。）。

② 指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間には、送

迎に要する時間は含まないものとする。

③ 当日の利用者の心身の状況から、実際の通所リハビリテーシ

ョンの提供が通所リハビリテーション計画上の所要時間よりも

やむを得ず短くなった場合には通所リハビリテーション計画上

の単位数を算定して差し支えない。なお、通所リハビリテーシ

ョン計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、通所リ

ハビリテーション計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じ

た単位数を算定すること。

④ 利用者に対して、一日に複数の指定通所リハビリテーション

を行う事業所にあっては、それぞれの指定通所リハビリテーシ

ョンごとに通所リハビリテーション費を算定するものとする（例

えば、午前と午後に指定通所リハビリテーションを行う場合に

あっては、午前と午後それぞれについて通所リハビリテーショ

ン費を算定する。）。ただし、一時間以上二時間未満の通所リハ

ビリテーションの利用者については、同日に行われる他の通所

リハビリテーション費は算定できない。

⑵ 災害時等の取扱い ⑵ 災害時等の取扱い

通所介護と同様であるので、７⑸を参照されたい。 通所介護と同様であるので、７⑸を参照されたい。

⑶ 短時間リハビリテーションの取扱いについて ⑶ 一時間以上二時間未満の通所リハビリテーションにおける理学

療法士、作業療法士、又は言語聴覚士（以下８において「理学療
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法士等」という。）を専従かつ常勤で二名以上配置している事業

所の加算の取り扱いについて

① 「研修」とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評

価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等

により開催されているものを指す。

具体的には、(ⅰ)日本運動器リハビリテーション学会の行う

運動器リハビリテーションセラピスト研修、(ⅱ)全国病院理学

療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会が該当するもので

ある。

② 一時間以上二時間未満の通所リハビリテーション（③に該当

する場合を除く。）については、短期集中リハビリテーション

加算の算定は可能であるが、個別リハビリテーション加算の算

定はできない。

③ 看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師

による一時間以上二時間未満の通所リハビリテーションを算定

する場合は、短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リ

ハビリテーション実施加算についてはいずれも算定できないこ

と。

④ 注４における「専従」とは、当該通所リハビリテーション事 注２における「専従」とは、当該通所リハビリテーション事業

業所において行うリハビリテーションについて、当該リハビリ 所において行うリハビリテーションについて、当該リハビリテー

テーションを実施する時間に専らその職務に従事していること ションを実施する時間に専らその職務に従事していることで足り

で足りるものとすること。 るものとすること。

⑷ 二時間以上三時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の

取扱い

通所介護と同様であるので、７⑵を参照されたい。

⑸ 六時間以上八時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続 ⑷ 六時間以上八時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続

して延長サービスを行った場合の加算の取扱い して延長サービスを行った場合の加算（延長加算）の取扱い

通所介護と同様であるので、７⑶を参照されたい。 ① 当該加算は、所要時間六時間以上八時間未満の通所リハビリ

テーションの前後に連続して通所リハビリテーションを行う場

合について、二時間を限度として算定されるものである。

例えば、八時間の通所リハビリテーションの後に連続して二

時間の延長サービスを行った場合や、八時間の通所リハビリテ

ーションの前に連続して一時間、後に連続して一時間、合計二

時間の延長サービスを行った場合には、二時間分の延長サービ

スとして百単位を算定する。



- 72 -

② 当該加算は通所リハビリテーションと延長サービスを通算し

た時間が八時間以上の部分について算定されるものであるため、

例えば、七時間の通所リハビリテーションの後に連続して二時

間の延長サービスを行った場合には、通所リハビリテーション

と延長サービスの通算時間は九時間であり、一時間分（＝九時

間－八時間）の延長サービスとして五十単位を算定する。

③ 延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこと

が可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合

に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当

数の従業者を置いていることが必要である。

⑹ 注７の取扱い ⑸ 注４の取扱い

訪問介護と同様であるので、２⒁を参照されたい。 訪問介護と同様であるので、２⒃を参照されたい。

⑺ 平均利用延人員数の取扱い ⑹ 平均利用延人員数の取扱い

施設基準第五号に定める平均利用延人員数の取扱いについては、 ① 事業所規模による区分については、施設基準第十号イ⑴に基

通所介護と同様であるので７⑷を参照されたい。なお、一時間以 づき、前年度の一月当たりの平均利用延人員数により算定すべ

上二時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数 き通所リハビリテーション費を区分しているところであるが、

に四分の一を乗じて得た数を用いるものとすること。 当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定により、

当該指定通所リハビリテーション事業所に係る指定通所リハビ

リテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事

業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、

当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における前年

度の一月当たりの平均利用延人員数を含むこととされていると

ころである。したがって、仮に指定通所リハビリテーション事

業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併

せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、

実態として両事業が分離されて実施されている場合には、当該

平均利用延人員数には当該指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、一時間以上二時間未

満の報酬を算定している利用者については、利用者数に四分の

一を乗じて得た数とし、二時間以上三時間未満の報酬を算定し

ている利用者及び三時間以上四時間未満の報酬を算定している

利用者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、

四時間以上六時間未満の報酬を算定している利用者については

利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。また、平均利用延
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人員数に含むこととされた介護予防通所リハビリテーション事

業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所リハビリテー

ションの利用時間が二時間未満の利用者については、利用者数

に四分の一を乗じて得た数とし、二時間以上四時間未満の利用

者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、利用

時間が四時間以上六時間未満の利用者については、利用者数に

四分の三を乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所リハビ

リテーション事業所の利用者については、同時にサービスの提

供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって

計算しても差し支えない。

また、一月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎日事

業を実施した月における平均利用延人員数については、当該

月の平均利用延人員数に七分の六を乗じた数によるものとする。

③ 前年度の実績が六月に満たない事業者（新たに事業を開始し、

又は再開した事業者を含む）又は前年度から定員を概ね二十五

％以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当

該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県

知事に届け出た当該事業所の利用定員の九十％に予定される一

月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。

④ 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業

者であって、四月以降も引き続き事業を実施するものの当該年

度の通所リハビリテーション費の算定に当たっては、前年度の

平均利用延人員数は、前年度において通所リハビリテーション

費を算定している月（三月を除く。）の一月当たりの平均利用

延人員数とする。

⑻ 事業所が介護老人保健施設である場合の取扱いについて ⑺ 利用者の居宅を訪問する場合の取扱いについて

介護老人保健施設である場合であって、医師又は医師の指示を 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、利用者の居宅を

受けた理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問して、 訪問して、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リ

診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテー ハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合には、医師

ション計画の作成及び見直しを行った場合には、医師は当該通所 は当該通所リハビリテーション計画を診療録に記入する必要があ

リハビリテーション計画を診療録に記入する必要がある。 る。

なお、前記の場合、訪問する医師及び理学療法士、作業療法士 なお、前記の場合、訪問する医師及び理学療法士等の当該訪問

の当該訪問の時間は、通所リハビリテーション及び介護老人保健 の時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人

施設の人員基準の算定に含めないこととする。 保健施設の人員基準の算定に含めないこととする。

⑼ 入浴介助加算の取扱い ⑻ 入浴介助加算について
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通所介護と同様であるので、７⑻を参照されたい。 通所介護と同様であるので、７⑻を参照されたい。

⑽ リハビリテーションマネジメント加算の取扱い ⑼ リハビリテーションマネジメント加算について

① リハビリテーションマネジメント加算は、一月に八回以上通 ① リハビリテーションマネジメント加算は、一月に四回以上通

所している場合に、一月に一回算定するものとすること。ただ 所している場合に、一月に一回算定するものとすること。ただ

し、指定通所リハビリテーションの利用を開始した月にあって、 し、指定通所リハビリテーションの利用を開始した月にあって、

個別リハビリテーション、短期集中リハビリテーション又は認 個別リハビリテーション又は認知症短期集中リハビリテーショ

知症短期集中リハビリテーションを行っている場合にあっては、 ンを行っている場合にあっては、四回を下回る場合であっても、

八回を下回る場合であっても、算定できるものとする。 算定できるものとする。

② リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われる ② リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われる

ケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 ケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に

対して実施するべきものであることから、リハビリテーション 対して実施するべきものであることから、リハビリテーション

マネジメントも原則として利用者全員に対して実施するべきも マネジメントも原則として利用者全員に対して実施するべきも

のであること。 のであること。

③ リハビリテーションマネジメントについては、以下のイから ③ リハビリテーションマネジメントについては、以下のイから

ホまでに掲げるとおり、実施すること。 ヘまでに掲げるとおり、実施すること。

イ 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に イ 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に

必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、 必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士等、看護職員、

言語聴覚士、看護職員、介護職員その他職種の者（以下この 介護職員その他職種の者（以下この項において「関連スタッ

項において「関連スタッフ」という。）が暫定的に、リハビ フ」という。）が暫定的に、リハビリテーションに関する解

リテーションに関する解決すべき課題の把握（以下この項に 決すべき課題の把握（以下この項において「アセスメント」

おいて「アセスメント」という。）とそれに基づく評価を行 という。）とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働

い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカ により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリ

ンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作 ハビリテーション実施計画原案を作成すること。また、作成

成すること。また、作成したリハビリテーション実施計画原 したリハビリテーション実施計画原案については、利用者又

案については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得 はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所リハ

ること。なお、通所リハビリテーションにおいては、リハビ ビリテーションにおいては、リハビリテーション実施計画原

リテーション実施計画原案に相当する内容を通所リハビリテ 案に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載

ーション計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハ する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画

ビリテーション実施計画原案の作成に代えることができるも 原案の作成に代えることができるものとすること。

のとすること。

ロ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテー ロ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテー

ションやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月 ションやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月

ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行 ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行

い、その後、多職種協働によりリハビリテーションカンファ い、その後、多職種協働によりリハビリテーションカンファ
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レンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成するこ レンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成するこ

と。なお、この場合にあっては、リハビリテーション実施計 と。なお、この場合にあっては、リハビリテーション実施計

画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施計 画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施計

画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画の作成 画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画の作成

に代えることができるものとし、変更等がない場合にあって に代えることができるものとし、変更等がない場合にあって

も、リハビリテーション実施計画原案をリハビリテーション も、リハビリテーション実施計画原案をリハビリテーション

実施計画に代えることができるものとすること。また、作成 実施計画に代えることができるものとすること。また、作成

したリハビリテーション実施計画については、利用者又はそ したリハビリテーション実施計画については、利用者又はそ

の家族に説明し、その同意を得ること。なお、短期集中リハ の家族に説明し、その同意を得ること。なお、短期集中リハ

ビリテーション実施加算及び認知症短期集中リハビリテーシ ビリテーション実施加算及び認知症短期集中リハビリテーシ

ョン実施加算を算定している利用者については、病院等から ョン実施加算を算定している利用者については、病院等から

の退院（所）日から起算して一月以内の期間にも、アセスメ の退院（所）日から起算して一月以内の期間にも、アセスメ

ントとそれにもとづく評価を行うこと。また、リハビリテー ントとそれにもとづく評価を行うこと。また、リハビリテー

ションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、利 ションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、利

用者の担当介護支援専門員を通して、他の居宅サービス事業 用者の担当介護支援専門員を通して、他の居宅サービス事業

所に対してリハビリテーションに関する情報伝達（日常生活 所に対してリハビリテーションに関する情報伝達（日常生活

上の留意点、介護の工夫等）や連携を図るとともに、居宅サ 上の留意点、介護の工夫等）や連携を図るとともに、居宅サ

ービス計画の変更の依頼を行うこと。 ービス計画の変更の依頼を行うこと。

ハ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリ ハ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリ

テーションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利 テーションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利

用予定の居宅介護支援事業所の介護支援専門員や他の居宅サ 用予定の居宅介護支援事業所の介護支援専門員や他の居宅サ

ービス事業所のサービス担当者等の参加を求めること。 ービス事業所のサービス担当者等の参加を求めること。

ニ 利用終了時には居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員 ニ 利用終了時には居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員

や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な

情報提供を行うこと。 情報提供を行うこと。

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準第百十九条において準用する第十九条に規定するサービ 基準第百十九条において準用する第十九条に規定するサービ

スの提供の記録において利用者ごとのリハビリテーション実 スの提供の記録において利用者ごとのリハビリテーション実

施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業 施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利

療法士若しくは言語聴覚士が利用者の状態を定期的に記録す 用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別にリ

る場合は、当該記録とは別にリハビリテーションマネジメン ハビリテーションマネジメント加算の算定のために利用者の

ト加算の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要 状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

はないものとすること。

ヘ 新規にリハビリテーション実施計画を作成した利用者に対

して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、通所開



- 76 -

始日から起算して一月以内に当該利用者の居宅を訪問し、利

用者の身体の状況、家屋の状況、家屋内におけるＡＤＬ等の

評価等を確認することを趣旨として診察、運動機能検査、作

業能力検査等を実施すること。その際、必要に応じて居宅で

の日常生活動作能力の維持・向上に資するリハビリテーショ

ン計画を見直すこと。

④ リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション ④ リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション

実施計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得ら 実施計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得ら

れた日の属する月から算定を開始するものとすること。 れた日の属する月から算定を開始するものとすること。

⑾ 短期集中リハビリテーション実施加算の取扱い ⑽ 短期集中リハビリテーション実施加算について

短期集中リハビリテーション実施加算における集中的な通所リ 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的な通所リ

ハビリテーションとは、退院（所）日又は認定日から起算して一 ハビリテーションとは、退院（所）日又は認定日から起算して一

月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当 月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当

たり四十分以上、退院（所）日又は認定日から起算して一月を超 たり四十分以上、退院（所）日又は認定日から起算して一月を超

え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一 え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一

回当たり二十分以上の個別リハビリテーションを行う必要がある 回当たり二十分以上の個別リハビリテーションを行う必要がある

こと。 こと。

なお、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属す なお、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属す

る月にあっては、一月に八回以上通所していないためにリハビリ る月にあっては、一月に四回以上通所していないためにリハビリ

テーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本 テーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本

加算を算定することができることとする。 加算を算定することができることとする。

⑿ 個別リハビリテーション実施加算の取扱い ⑾ 個別リハビリテーション実施加算について

① 当該加算は、利用者に対して個別リハビリテーションを二十

分以上実施した場合に算定する。

指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月に ② 指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月

あっては、一月に八回以上通所していないためにリハビリテーシ にあっては、一月に四回以上通所していないためにリハビリテ

ョンマネジメント加算を算定できない場合であっても、本加算を ーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本

算定することができることとする。 加算を算定することができることとする。

また、以下の疾患を有する者であって、指定通所リハビリテー ③ 以下の疾患を有する者であって、指定通所リハビリテーショ

ション事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、 ン事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リ

リハビリテーションの提供に関わる理学療法士、作業療法士若し ハビリテーションの提供に関わる理学療法士等、看護職員又は

くは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通 介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計

所リハビリテーション実施計画において、一月に八回以下の通所 画において、一月に四回以下の通所であっても効果的なリハビ

であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判 リテーションの提供が可能であると判断された場合についても

断された場合についても同様とする。 同様とする。
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ａ 高次脳機能障害（失語症を含む。） ａ 高次脳機能障害（失語症を含む。）

ｂ 先天性又は進行性の神経・筋疾患（医科診療報酬点数表にお ｂ 先天性又は進行性の神経・筋疾患（医科診療報酬点数表に

ける難病患者リハビリテーション料に規定する疾患） おける難病患者リハビリテーション料に規定する疾患）

⒀ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算の取扱い ⑿ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について

① 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症利用者の生活 ① 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症利用者の生活

機能の改善を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生 機能の改善を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生

活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週二日実施するこ 活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週二日実施するこ

とを標準とする。 とを標準とする。

② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内 ② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内

科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的 科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的

な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機 な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機

能の改善が見込まれると判断された者に対して、生活機能の改 能の改善が見込まれると判断された者に対して、生活機能の改

善を目的として、リハビリテーションマネジメントにおいて作 善を目的として、リハビリテーションマネジメントにおいて作

成したリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の 成したリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の

指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下こ 指示を受けた理学療法士等が記憶の訓練、日常生活活動の訓練

の項において「理学療法士等」という。）が記憶の訓練、日常 等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるもの

生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に である。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わ

算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓 せたプログラムは認知症に対して効果の期待できるものである

練等を組み合わせたプログラムは認知症に対して効果の期待で こと。

きるものであること。

③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経 ③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経

内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する 内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する

研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテー 研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテー

ションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断及び記憶 ションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断及び記憶

の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーション の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーション

のプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビリ のプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビリ

テーションを実施するためにふさわしいと認められるものであ テーションを実施するためにふさわしいと認められるものであ

ること。 ること。

④ 当該リハビリテーションにあっては、一人の医師又は理学療 ④ 当該リハビリテーションにあっては、一人の医師又は医師の

法士等が一人の利用者に対して個別に行った場合にのみ算定す 指示を受けた理学療法士等が一人の利用者に対して個別に行っ

る。 た場合にのみ算定する。

⑤ 当該加算は、利用者に対して二十分以上当該リハビリテーシ ⑤ 当該加算は、利用者に対して二十分以上当該リハビリテーシ

ョンを実施した場合に算定するものであり、時間が二十分に満 ョンを実施した場合に算定するものであり、時間が二十分に満

たない場合は、算定を行わないものとする。 たない場合は、算定を行わないものとする。

⑥ 当該リハビリテーションの対象となる利用者はＭＭＳＥ（Min ⑥ 当該リハビリテーションの対象となる利用者はＭＭＳＥ（Min
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i Mental State Examination）又はＨＤＳ－Ｒ（改訂長谷川式 i Mental State Examination）又はＨＤＳ－Ｒ（改訂長谷川式

簡易知能評価スケール）において概ね五点～二十五点に相当す 簡易知能評価スケール）において概ね五点～二十五点に相当す

る者とする。 る者とする。

⑦ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、 ⑦ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、

訓練評価、担当者等）は利用者毎に保管されること。 訓練評価、担当者等）は利用者毎に保管されること。

⑧ 注11の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している ⑧ 注８の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している

場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合 場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合

は当該リハビリテーション加算を算定することができる。 は当該リハビリテーション加算を算定することができる。

⑨ 当該リハビリテーション加算は、当該利用者が過去三月の間 ⑨ 当該リハビリテーション加算は、当該利用者が過去三月の間

に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り

算定できることとする。なお、指定通所リハビリテーションの 算定できることとする。なお、指定通所リハビリテーションの

利用を終了する日の属する月にあっては、一月に八回以上通所 利用を終了する日の属する月にあっては、一月に四回以上通所

していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定 していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定

できない場合であっても、本加算を算定することができること できない場合であっても、本加算を算定することができること

とする。 とする。

⒁ 若年性認知症利用者受入加算の取扱い ⒀ 若年性認知症利用者受入加算について

若年性認知症利用者受入加算の取扱いは、通所介護と同様であ 通所介護と同様であるので、７⑼を参照されたい。

るので、７⑼を参照されたい。

⒂ 栄養改善加算の取扱い ⒁ 栄養改善加算について

栄養改善加算の取扱いは、通所介護と同様であるので７⑽を参 通所介護と同様であるので、７⑽を参照されたい。

照されたい。

⒃ 口腔機能向上加算の取扱い ⒂ 口腔機能向上加算について

口腔機能向上加算の取扱いは、通所介護と同様であるので７⑾ 通所介護と同様であるので、７⑾を参照されたい。

を参照されたい。

⒃ 重度療養管理加算について

① 重度療養管理加算は、要介護四又は要介護五に該当する者で

あって別に厚生労働大臣の定める状態（九十五号告示）にある

利用者に対して、計画的な医学的管理を継続的に行い通所リハ

ビリテーションを行った場合に当該加算を算定する。当該加算

を算定する場合にあっては、当該医学的管理の内容等を診療録

に記録しておくこと。

② 当該加算を算定できる利用者は、次のいずれかについて、当

該状態が一定の期間や頻度で継続している者であることとする。

なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態（九十五号告示第十

六号のイからリまで）を記載することとする。なお、複数の状
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態に該当する場合は主たる状態のみを記載すること。

ア 九十五号告示第十六号イの「常時頻回の喀痰吸引を実施し

ている状態」とは、当該月において一日当たり八回（夜間を

含め約三時間に一回程度）以上実施している日が二十日を超

える場合をいうものであること。

イ 九十五号告示第十六号ロの「呼吸障害等により人工呼吸器

を使用している状態」については、当該月において一週間以

上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。

ウ 九十五号告示第十六号ハの「中心静脈注射を実施している

状態」については、中心静脈注射により薬剤の投与をされて

いる利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者

であること。

エ 九十五号告示第十六号ニの「人工腎臓を実施しており、か

つ、重篤な合併症を有する状態」については、人工腎臓を各

週二日以上実施しているものであり、かつ、次に掲げるいず

れかの合併症をもつものであること。

Ａ 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射

を行っている糖尿病

Ｂ 常時低血圧（収縮期血圧が九十mmHg以下）

Ｃ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈す

るもの

Ｄ 出血性消化器病変を有するもの

Ｅ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの

Ｆ うっ血性心不全（NYHAⅢ度以上）のもの

オ 九十五告示第十六号ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等

により常時モニター測定を実施している状態」については、

持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す

状態、収縮期血圧九十mmHg以下が持続する状態、又は、酸素

吸入を行っても動脈血酸素飽和度九十%以下の状態で常時、心

電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリン

グを行っていること。

カ 九十五号告示第十六号ヘの「膀胱または直腸の機能障害の

程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和二十五年厚生省令第

十五号）別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四

級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」
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については、当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケ

アを行った場合に算定できるものであること。

キ 九十五号告示第十六号トの「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養

が行われている状態」については、経口摂取が困難で経腸栄

養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行っ

た場合に算定できるものであること。

ク 九十五号告示第十六号チの「褥瘡に対する治療を実施して

いる状態」については、以下の分類で第三度以上に該当し、

かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。

第一度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り

除いても消失しない（皮膚の損傷はない）

第二度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみと

して表れるもの）

第三度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深い

くぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、

及んでいないこともある

第四度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出してい

る

ケ 九十五号告示第十六号リの「気管切開が行われている状態」

については、気管切開が行われている利用者について、気管

切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること。

⒄ 事業所と同一の建物に居住する利用者又は同一建物から通う利

用者に通所介護を行う場合の取扱い

通所介護と同様であるので、７⑿を参照されたい。

⒅ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について

通所介護と同様であるので７⒀を参照されたい。

⒄ 人員基準を満たさない状況で提供された通所リハビリテーショ ⒆ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について

ン ① 当該事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数の医師、理学療 看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を

法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員が配置さ 下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減

れていない状況で行われた通所リハビリテーションについては、 額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員基

所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を算定するものとす 準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところ

る（通所介護費等の算定方法第二号ロ）。ただし、都道府県は、 であるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規

従業者に欠員が生じている状態が継続する場合には、事業所に対 定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとす

し定員の見直し又は事業の休止を指導するものとする。指導に従 る。
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わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情がある場合 ② 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び

を除き、指定の取消しを検討するものとする。 介護職員の配置数については、

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場

合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月ま

で、単位ごとに利用者の全員について所定単位数が通所介護

費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。

ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基

準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者等の

全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す

る算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日におい

て人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。

③ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、

職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導するこ

と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をの

ぞき、指定の取消しを検討するものとする。

⒅ サービス提供体制強化加算の取扱い ⒇ サービス提供体制強化加算について

① ３⑹④から⑥まで並びに４⒅②及び③を参照のこと。 ① ３⑺④から⑥まで並びに４(23)②及び③を参照のこと。

② 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員と ② 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員と

は、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又 は、理学療法士等、看護職員又は介護職員として勤務を行う職

は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、一 員を指すものとする。なお、一時間以上二時間未満の通所リハ

時間以上二時間未満の通所リハビリテーションを算定する場合 ビリテーションを算定する場合であって、柔道整復師又はあん

であって、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリ 摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあ

テーションを提供する場合にあっては、これらの職員も含むも っては、これらの職員も含むものとすること。

のとすること。 (21) 介護職員処遇改善加算について

訪問介護と同様であるので、２の(21)を参照されたい。

９ 福祉用具貸与費 ９ 福祉用具貸与費

⑴ 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱い ⑴ 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱い

は、以下のとおりである。 は、以下のとおりである。

① 交通費の算出方法について ① 交通費の算出方法について

注１から注３までに規定する「通常の事業の実施地域におい 注１から注３までに規定する「通常の事業の実施地域におい

て指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費」の額は、最も て指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費」の額は、最も

経済的な通常の経路及び方法（航空賃等に階級がある場合は、 経済的な通常の経路及び方法（航空賃等に階級がある場合は、

最も安価な階級）による交通費とすることを基本として、実費 最も安価な階級）による交通費とすることを基本として、実費

（空路で運搬又は移動する場合には航空賃、水路で運搬又は移 （空路で運搬又は移動する場合には航空賃、水路で運搬又は移

動する場合には船賃、陸路で運搬又は移動する場合には燃料代 動する場合には船賃、陸路で運搬又は移動する場合には燃料代


